
��������	
������� ��

続
・
成
年
後
見
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
な
ど
の
日
常
生
活
問
題
に
つ
い

て【
相
談
員
】弁
護
士
、発
達
障
害

者
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
専
門
相

談
員�
本
人
勉
強
会「
自
分
を
守

る
」【
時
間
】　

時
〜　

時　

分【
講

１３

１４

３０

師
】佐
藤
倫
子
弁
護
士
※
個
別
相

談
希
望
者
は
、事
前
予
約
必
要
。

�
�
��
�
�
�
�
障
が
い
者
１

１
０
番
相
談
室
専
門
相
談
員�
０

１
９（
６
３
９
）６
５
３
３�
０
１

９（
６
３
７
）７
６
２
６

�
�
�
�
�
２
月
４
日�
　

時
〜

１３

�
　

日�
９
時
〜�
�
�
�
�
岩

１８
手
県
南
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー（
萩
荘
）

�
�
�
�
弁
理
士
に
よ
る
無
料
相

談�
相
談
は
一
人
当
た
り　

分
間
。

４０

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
�

岩
手
県
南
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー�

�
４
６
８
８

　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
で
は
、使

用
で
き
る
廃
品
を
修
理
し
、　

点
５０

ほ
ど
販
売
し
ま
す（
希
望
者
が
複

数
の
場
合
は
抽
選
）。

�
�
�
�
�
��
�
	
家
具（
学
習

机
、タ
ン
ス
な
ど
）：
１
万
円
以
下
、

大
人
用
自
転
車
：
２
０
０
０
円
、

子
ど
も
用
自
転
車
：
１
０
０
０
円
、

���
���
�
�
	


�
【
日
時
】

２
月
毎
週�
　

時
〜　

時【
会
場
】

１０

１２

岩
手
県
司
法
書
士
会
館（
盛
岡
市
）�

���������	
���

【
期
間
】２
月
１
日
〜　

日
の
平
日

２８

【
会
場
】県
内
各
司
法
書
士
事
務
所

��
��
�
���
岩
手
県
司
法
書

士
会�
０
１
９（
６
２
２
）３
３
７
２

�
�
�
�
�
�
【
日
時
】２
月
５
日
・

　

日
・　

日
・　

日
す
べ
て�
　

時
〜

１２

１９

２６

１０

　

時【
会
場
】一
関
市
総
合
福
祉
セ
ン

１５タ
ー
２
階������
【
日
時
】２

月　

日�
　

時
〜　

時【
会
場
】大
東

１３

１０

１５

保
健
セ
ン
タ
ー�
�
�
�
日
常
の

心
配
ご
と
や
困
り
ご
と
な
ど�
�

�
�
�
一
関
市
社
会
福
祉
協
議
会

心
配
ご
と
相
談
員

�
�
��
�
�
�
�
一
関
市
社
会

福
祉
協
議
会�
�
６
０
２
０
ま
た

は
同
大
東
支
部�
�
１
１
７
７

　

障
害
の
あ
る
人
の
生
活
に
関
す

る
相
談
会（
無
料
）を
開
催
し
ま
す
。

�
�
�
�
２
月　

日�
�
�
�
�

１４

一
関
市
総
合
体
育
館�
�
�
�
�

公
開
講
演
会「
消
費
者
被
害
と
成

年
後
見
」【
時
間
】　

時　

分
〜　

１０

３０

１２

時【
講
師
】須
山
通
治
弁
護
士�
障

害
者
個
別
相
談
会【
時
間
】　

時
〜

１３

　

時【
内
容
】人
権
問
題
・
年
金
・
相

１５

そ
の
他（
ベ
ビ
ー
カ
ー
、三
輪
車
な

ど
）：
５
０
０
円
以
下�
�
�
�

�
�
２
月
２
日�
〜　

日�
（
日

２５

曜
、祝
日
を
除
く
）９
時
〜　

時�
１６

�
�
�
�
�
同
プ
ラ
ザ
展
示
コ
ー

ナ
ー�
�
�
�
�
�
２
月　

日�
２７

　

時　

分
〜
◇�
�
�
�
�
直
接

１３

３０

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
に
お
い
で
く

だ
さ
い（
電
話
不
可
）。

�
�
��
�
�
�
�
一
関
清
掃
セ

ン
タ
ー�
�
２
１
５
７

　

住
民
登
録
は
、氏
名
、生
年
月
日
、

性
別
、住
所
、世
帯
主
と
の
続
柄
な

ど
が
記
録
さ
れ
、国
民
健
康
保
険
、

国
民
年
金
、児
童
手
当
な
ど
各
種

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
基
礎
と
な
っ
て

い
ま
す
。行
政
サ
ー
ビ
ス
を
確
実

に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

引
っ
越
し
な
ど
に
よ
り
住
所
を
移

し
た
場
合
は
、速
や
か
に
住
民
登

録
の
届
け
出
を
行
っ
て
下
さ
い
。

　

現
住
所
で
住
民
登
録
を
し
て
い

な
い
人
や
登
録
が
抹
消
さ
れ
た
ま

ま
の
人
は
、正
し
い
住
民
登
録
が

必
要
で
す
。ま
た
、家
庭
内
暴
力
な

ど
の
被
害
者
は
、申
し
出
に
よ
り

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
な
ど
を
制

限
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で

報
道
さ
れ
て
い
る「
定
額
給
付
金
」

に
つ
い
て
は
、　

年
２
月
１
日
現

２１

在
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
人
を
対

象
に
、一
人
当
た
り
１
万
２
０
０

０
円（
同
日
現
在　

歳
以
上
ま
た

６５

は　

歳
以
下
の
人
は
２
万
円
）を

１８
給
付
す
る
予
定
で
、国
で
検
討
さ

れ
て
い
ま
す
。申
請
の
手
続
き
は
、

具
体
的
な
給
付
方
法
な
ど
が
決
ま

り
し
だ
い
、そ
れ
ぞ
れ
の
市
区
町

村
か
ら
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

��
��
�
���
【
住
民
登
録
】本

庁
市
民
課�
�
８
３
１
０
ま
た
は

各
支
所
市
民
課【
定
額
給
付
金
】本
庁

企
画
調
整
課��
８
６
４
１

　

平
成　

年
度
、　

年
度
に
市
が

２１

２２

発
注
す
る
物
品
の
購
入
や
製
造
、

業
務
委
託
、建
設
工
事
の
競
争
入

札
に
参
加
を
希
望
す
る
人
は
、次

の
と
お
り
指
名
登
録
申
請
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。な
お
３
月

３
日
以
降
、６
月　

日（
物
品
な
ど

３０

は
３
月　

日
）ま
で
新
規
受
付
が

３１

で
き
な
い
業
種
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
２
月
２
日�
〜
３

月
２
日�
（
必
着
）��
�
�
�
�

持
参
、郵
送
ど
ち
ら
で
も
可
。必
要

な
書
類
の
一
覧
表
は
、本
庁
総
務

課
お
よ
び
各
支
所
地
域
振
興
課
で

配
付
す
る
ほ
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
�
�
���
�
�
	


�
�
本

庁
総
務
課�
�
８
２
２
３

　

２
月
６
日�
（
大
東
地
域
は
同
３

日�
）ま
で
、農
業
所
得
申
告
の「
収
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�
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�
�
��
�
�
�
�
県
南
広
域
振

興
局
一
関
総
合
支
局
農
林
部
林
務

課�
�
１
４
１
３
本
庁
農
地
林
務

課
農
林
土
木
係

�
�
�
�
２
月
２
日�
〜
３
月　
１６

日�
（
土
曜
、日
曜
、祝
日
を
除
く
）

�
�
�
�
９
時
〜　

時�
�
�
�

１６

岩
手
日
報
ビ
ル
３
階
大
ホ
ー
ル

�
�
��
�
�
�
�
一
関
税
務
署

�
�
４
２
０
５

　

真
湯
山
荘
は
現
在
、岩
手
・
宮
城

支
計
算
内
訳
書
」作
成
に
関
す
る
個

別
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

�
�
�
�
市
役
所
本
庁
税
務
課
窓

口
お
よ
び
各
支
所
市
民
課
窓
口�

�
�
�
�
�
９
時
〜　

時　

分
、

１１

３０

　

時
〜　

時�
�
�
�
�
�
�
農

１３

１６

業
の
収
入
や
必
要
経
費
の
金
額
が

分
か
る
書
類（
で
き
る
だ
け
各
自

で
分
類
・
集
計
を
行
っ
て
持
参
し

て
く
だ
さ
い
）��
�
�
�
所
得

申
告
は
、該
当
す
る
申
告
相
談
会

場
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
本
庁
税
務
課

市
民
税
係
ま
た
は
各
支
所
市
民
課

　

県
で
は
、「
平
成　

年
岩
手
・
宮

２０

城
内
陸
地
震
」で
被
害
の
あ
っ
た

厳
美
町
地
内
の
山
地
災
害
危
険
地

を
対
象
と
し
た「
市
野
々
原
広
域

土
砂
災
害
監
視
シ
ス
テ
ム
」を
設

置
し
、観
測
し
た
雨
量
な
ど
を
公

開
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し

ま
し
た
。こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
、同
シ
ス
テ
ム
か
ら
現
地
雨
量

を
抽
出
し
て
掲
載
す
る
と
と
も
に
、

厳
美
地
区
の
災
害
関
連
緊
急
治
山

工
事
の
概
要
や
進
ち
ょ
く
状
況
、

地
震
な
ど
の
災
害
情
報
の
取
得
先

な
ど
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

ご
家
族
や
遠
く
に
お
住
ま
い
の

親
類
の
皆
さ
ん
に
も
広
く
伝
え
て

い
た
だ
き
、日
ご
ろ
か
ら
災
害
に

備
え
て
く
だ
さ
い
。
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��������������

内
陸
地
震
の
影
響
に
よ
り
営
業
を

休
止
し
て
お
り
、当
分
の
間
営
業

を
再
開
で
き
な
い
見
通
し
で
す
。

　

こ
の
た
め
、購
入
い
た
だ
い
た

「
真
湯
山
荘
利
用
回
数
券
」を
払
い

戻
し
ま
す
。

　

回
数
券
を
お
持
ち
の
人
は
、お

手
数
で
も
一
関
地
方
森
林
組
合

（
赤
荻
字
槻
本
２
９
０
）ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

�
�
��
�
�
�
�
一
関
地
方
森

林
組
合�
�
２
０
３
０
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